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(57)【要約】
【課題】長期間使用しても照明用光学繊維束の折損が少
なくて良好な観察性能を維持することができる内視鏡の
挿入部を提供すること。
【解決手段】遠隔操作によって屈曲する湾曲部２が先端
部分に形成された可撓管１内に、照明用光学繊維束１３
及びチューブ類１２など複数の内蔵物が挿通配置された
内視鏡の挿入部において、可撓管１単体の内部空間の断
面積をＳとし、複数の内蔵物の断面積の合計をΣｓとし
たとき、（Σｓ／Ｓ）が、可撓管１の内径が６．５ｍｍ
以上の場合には０．５≦（Σｓ／Ｓ）≦０．６の範囲に
あり、可撓管１の内径が６．５ｍｍ未満の場合には０．
５≦（Σｓ／Ｓ）≦０．６５の範囲にあるようにした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】遠隔操作によって屈曲する湾曲部が先端部
分に形成された可撓管内に、照明用光学繊維束及びチュ
ーブ類など複数の内蔵物が挿通配置された内視鏡の挿入
部において、
上記可撓管単体の内部空間の断面積をＳとし、上記複数
の内蔵物の断面積の合計をΣｓとしたとき、上記可撓管
の内径が６．５ｍｍ以上の場合に、（Σｓ／Ｓ）が、
０．５≦（Σｓ／Ｓ）≦０．６の範囲にあることを特徴
とする内視鏡の挿入部。
【請求項２】遠隔操作によって屈曲する湾曲部が先端部
分に形成された可撓管内に、照明用光学繊維束及びチュ
ーブ類など複数の内蔵物が挿通配置された内視鏡の挿入
部において、
上記可撓管の内部空間の断面積をＳとし、上記複数の内
蔵物の断面積の合計をΣｓとしたとき、上記可撓管の内
径が６．５ｍｍ未満の場合に、（Σｓ／Ｓ）が、
０．５≦（Σｓ／Ｓ）≦０．６５の範囲にあることを特
徴とする内視鏡の挿入部。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は内視鏡の挿入部に関
する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡の挿入部は一般に、手元操作部か
らの遠隔操作によって屈曲する湾曲部が先端部分に形成
された可撓管内に、照明用光学繊維束及びチューブ類な
ど複数の内蔵物が挿通配置された構成になっている。
【０００３】そして可撓管は、内視鏡検査を受ける人が
大きな苦痛を受けないようにできるだけ細く形成する必
要があるので、内蔵物が互いに押し潰されない範囲の最
小の径に形成されている。
【０００４】内蔵物が互いに押し潰されない範囲の最小
の径とは、一般に、可撓管単体の内部空間の断面積をＳ
とし、可撓管に挿通配置された複数の内蔵物の断面積の
合計をΣｓとしたときに、（Σｓ／Ｓ）が０．７～０．
８程度の範囲になる径である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかし、（Σｓ／Ｓ）
が０．７～０．８程度の範囲になるように可撓管の径を
設定すると、内視鏡が長期にわたって使用されて、使用
の度に可撓管が曲げられた状態で湾曲部が屈曲される操
作が繰り返されることにより、照明用光学繊維束が次第
に折損して照明光が暗くなり、折損率が１０％を越える
と観察性能に影響が出て、２０％を越えると観察性能が
著しく低下してしまう。
【０００６】そこで本発明は、長期間使用しても照明用
光学繊維束の折損が少なくて良好な観察性能を維持する
ことができる内視鏡の挿入部を提供することを目的とす
る。
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【０００７】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡の挿入部は、遠隔操作によって屈曲
する湾曲部が先端部分に形成された可撓管内に、照明用
光学繊維束及びチューブ類など複数の内蔵物が挿通配置
された内視鏡の挿入部において、可撓管単体の内部空間
の断面積をＳとし、複数の内蔵物の断面積の合計をΣｓ
としたとき、（Σｓ／Ｓ）が、可撓管の内径が６．５ｍ
ｍ以上の場合には０．５≦（Σｓ／Ｓ）≦０．６の範囲
にあり、可撓管の内径が６．５ｍｍ未満の場合には、
０．５≦（Σｓ／Ｓ）≦０．６５の範囲にあるようにし
たものである。
【０００８】
【発明の実施の形態】図９は内視鏡を示しており、挿入
部可撓管１の先端部分には、手元操作部３からの遠隔操
作によって任意に屈曲させることができる湾曲部２が設
けられている。Ｂは、湾曲部２の実質長（実際に屈曲す
る部分の全長）である。
【０００９】〔実施例１〕図１は、本発明の第１の実施
例の挿入部可撓管１の軸線に垂直な断面の断面図であ
り、挿入部可撓管１の内径Ｄが最も小さくなる湾曲部２
との境界部付近の断面を示している。この部分における
挿入部可撓管１単体の内部空間の断面積をＳとする。
【００１０】挿入部可撓管１の内周面に沿って１８０°
対称位置に配置された二本のガイドコイル１１には、湾
曲操作ワイヤが軸線方向に進退自在に通されており、挿
入部可撓管１のその他の内部空間内には、四フッ化エチ
レン樹脂チューブ等からなる処置具挿通チャンネル１
２、直径３０μｍ程度の光学繊維を多数束ねた照明用光
学繊維束１３及び直径１０μｍ程度の光学繊維を多数束
ねた像伝送用光学繊維束１４が挿通配置されている。こ
れら、挿入部可撓管１内に挿通配置された内蔵物１１，
１２，１３，１４の断面積の総和をΣｓとする。
【００１１】この実施例の内視鏡の挿入部可撓管１の内
径ＤはＤ＝２．２ｍｍ、湾曲部２の実質長ＢはＢ＝１１
ｍｍであり、湾曲部２の最大湾曲角度は上下方向に各々
９０°である。
【００１２】そして、ガイドコイル１１、処置具挿通チ
ャンネル１２、照明用光学繊維束１３及び像伝送用光学
繊維束１４について、表１に示されるように寸法の組み
合わせを変えて照明用光学繊維束１３の耐久性を判定す
る実験を行った。
【００１３】実験は、湾曲部２を最大湾曲角度まで各方
向に６０００回屈曲させた後に、照明用光学繊維束１３
の折損率が５％未満の場合は「◎」、折損率が５％以上
１０％未満の場合は「○」、折損率が１０％以上２０％
未満の場合は「△」、折損率が２０％以上の場合は
「●」とした。
【００１４】なお、表１中には、ガイドコイル１１、処
置具挿通チャンネル１２、照明用光学繊維束１３及び像
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3
伝送用光学繊維束１４を単に「１１」、「１２」、「１
３」及び「１４」と示してある。これらについては、以
下の他の実施例においても同様である。
【００１５】その結果は、表１のとおりであり、挿入部
可撓管１の内径ＤがＤ＝２．２ｍｍの場合において、
（Σｓ／Ｓ）≦０．６５の範囲にあれば、照明用光学繊
維束１３の折損率が１０％未満であり、観察性能に悪影
響が生じない。
【００１６】
【表１】

【００１７】なお、（Σｓ／Ｓ）の下限値については、
照明用光学繊維束１３の折損率からの制限はないが、
（Σｓ／Ｓ）の値を小さくするためには挿入部可撓管１
の径を太くする必要があることから、内視鏡検査を受け
る人の苦痛が増すので、（Σｓ／Ｓ）は少なくとも０．
５とすることが望ましい。これは、以下の各実施例にお
いても同様である。
【００１８】〔実施例２〕図２は、本発明の第２の実施
例の挿入部可撓管１の軸線に垂直な断面の断面図であ
り、挿入部可撓管１の内周面に沿って９０°間隔で四本
のガイドコイル１１が配置されており、挿入部可撓管１
のその他の内部空間内には、処置具挿通チャンネル１
２、照明用光学繊維束１３、像伝送用光学繊維束１４に
加えて、四フッ化エチレン樹脂製又はポリウレタン樹脂
製の送気送水チューブ１５が挿通配置されている。これ
ら、挿入部可撓管１内に挿通配置された内蔵物１１，１
２，１３，１４，１５の面積の総和をΣｓとする。
【００１９】この実施例の内視鏡の挿入部可撓管１の内
径ＤはＤ＝４．４５ｍｍ、湾曲部２の実質長ＢはＢ＝３
９ｍｍであり、湾曲部２の最大湾曲角度は上下方向に各
々１８０°、左右方向に各々１６０°である。
【００２０】実施例１と同様にして行った実験の結果
は、表２のとおりであり、挿入部可撓管１の内径ＤがＤ
＝４．４５ｍｍの場合において、（Σｓ／Ｓ）≦０．６
６の範囲にあれば、照明用光学繊維束１３の折損率が１
０％未満であり、観察性能に悪影響が生じない。
【００２１】
【表２】 *
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*【００２２】〔実施例３〕図３は、本発明の第３の実施
例の挿入部可撓管１の軸線に垂直な断面の断面図であ
り、挿入部可撓管１の内周面に沿って１８０°間隔で二
本のガイドコイル１１が配置されており、挿入部可撓管
１のその他の内部空間内には、処置具挿通チャンネル１
２、二つの照明用光学繊維束１３、及び撮像信号伝送ケ
ーブル１６が挿通配置されている。これら、挿入部可撓
管１内に挿通配置された内蔵物１１，１２，１３，１６
の面積の総和をΣｓとする。
【００２３】この実施例の内視鏡の挿入部可撓管１の内
径ＤはＤ＝４．４ｍｍ、湾曲部２の実質長ＢはＢ＝３２
ｍｍであり、湾曲部２の最大湾曲角度は上方向に１８０
°、下方向に１３０°である。
【００２４】実施例１と同様にして行った実験の結果
は、表３のとおりであり、挿入部可撓管１の内径ＤがＤ
＝４．４ｍｍの場合において、（Σｓ／Ｓ）≦０．６７
の範囲にあれば、照明用光学繊維束１３の折損率が１０
％未満であり、観察性能に悪影響が生じない。
【００２５】
【表３】

【００２６】〔実施例４〕図４は、本発明の第４の実施
例の挿入部可撓管１の軸線に垂直な断面の断面図であ
り、挿入部可撓管１の内周面に沿って１８０°間隔で二
本のガイドコイル１１が配置されており、挿入部可撓管
１のその他の内部空間内には、処置具挿通チャンネル１
２、三つの照明用光学繊維束１３、及び像伝送用光学繊
維束１４が挿通配置されている。これら、挿入部可撓管
１内に挿通配置された内蔵物１１，１２，１３，１４の
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面積の総和をΣｓとする。
【００２７】この実施例の内視鏡の挿入部可撓管１の内
径ＤはＤ＝５．３５ｍｍ、湾曲部２の実質長ＢはＢ＝３
３ｍｍであり、湾曲部２の最大湾曲角度は上方向に１８
０°、下方向に１３０°である。
【００２８】実施例１と同様にして行った実験の結果
は、表４のとおりであり、挿入部可撓管１の内径ＤがＤ
＝５．３５ｍｍの場合において、（Σｓ／Ｓ）≦０．６
５の範囲にあれば、照明用光学繊維束１３の折損率が１
０％未満であり、観察性能に悪影響が生じない。
【００２９】
【表４】

【００３０】〔実施例５〕図５は、本発明の第５の実施
例の挿入部可撓管１の軸線に垂直な断面の断面図であ
り、挿入部可撓管１の内周面に沿って９０°間隔で四本
のガイドコイル１１が配置されており、挿入部可撓管１
のその他の内部空間内には、処置具挿通チャンネル１
２、二つの照明用光学繊維束１３、像伝送用光学繊維束
１４、及び送気チューブ１７と送水チューブ１８とが挿
通配置されている。これら、挿入部可撓管１内に挿通配
置された内蔵物１１，１２，１３，１４，１７，１８の
面積の総和をΣｓとする。
【００３１】この実施例の内視鏡の挿入部可撓管１の内
径ＤはＤ＝６．４ｍｍ、湾曲部２の実質長ＢはＢ＝４０
ｍｍであり、湾曲部２の最大湾曲角度は上下各方向に１
８０°、左右各方向に１００°である。
【００３２】実施例１と同様にして行った実験の結果
は、表５のとおりであり、挿入部可撓管１の内径ＤがＤ
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＝６．４ｍｍの場合において、（Σｓ／Ｓ）≦０．６６
の範囲にあれば、照明用光学繊維束１３の折損率が１０
％未満であり、観察性能に悪影響が生じない。
【００３３】
【表５】

【００３４】〔実施例６〕図６は、本発明の第６の実施
例の挿入部可撓管１の軸線に垂直な断面の断面図であ
り、挿入部可撓管１の内周面に沿って９０°間隔で四本
のガイドコイル１１が配置されており、挿入部可撓管１
のその他の内部空間内には、処置具挿通チャンネル１
２、照明用光学繊維束１３、像伝送用光学繊維束１４、
及び送気チューブ１７と送水チューブ１８とが挿通配置
されている。これら、挿入部可撓管１内に挿通配置され
た内蔵物１１，１２，１３，１４，１７，１８の面積の
総和をΣｓとする。
【００３５】この実施例の内視鏡の挿入部可撓管１の内
径ＤはＤ＝６．７ｍｍ、湾曲部２の実質長ＢはＢ＝４２
ｍｍであり、湾曲部２の最大湾曲角度は上下各方向に１
８０°、左右各方向に１００°である。
【００３６】実施例１と同様にして行った実験の結果
は、表６のとおりであり、挿入部可撓管１の内径ＤがＤ
＝６．７ｍｍの場合において、（Σｓ／Ｓ）≦０．６の
範囲にあれば、照明用光学繊維束１３の折損率が１０％
未満であり、観察性能に悪影響が生じない。
【００３７】
【表６】
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【００３８】〔実施例７〕図７は、本発明の第７の実施
例の挿入部可撓管１の軸線に垂直な断面の断面図であ
り、挿入部可撓管１の内周面に沿って９０°間隔で四本
のガイドコイル１１が配置されており、挿入部可撓管１
のその他の内部空間内には、処置具挿通チャンネル１
２、二つの照明用光学繊維束１３、像伝送用光学繊維束
１４、及び送気チューブ１７と送水チューブ１８とが挿
通配置されている。これら、挿入部可撓管１内に挿通配
置された内蔵物１１，１２，１３，１４，１７，１８の
面積の総和をΣｓとする。
【００３９】この実施例の内視鏡の挿入部可撓管１の内
径ＤはＤ＝７．８ｍｍ、湾曲部２の実質長ＢはＢ＝４８
ｍｍであり、湾曲部２の最大湾曲角度は上方向に２１０
°、下方向に１２０°、左右各方向に１２０°である。
【００４０】実施例１と同様にして行った実験の結果
は、表７のとおりであり、挿入部可撓管１の内径ＤがＤ
＝７．８ｍｍの場合において、（Σｓ／Ｓ）≦０．６２
の範囲にあれば、照明用光学繊維束１３の折損率が１０
％未満であり、観察性能に悪影響が生じない。
【００４１】
【表７】 *
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*【００４２】〔実施例８〕図８は、本発明の第８の実施
例の挿入部可撓管１の軸線に垂直な断面の断面図であ
り、挿入部可撓管１の内周面に沿って９０°間隔で四本
のガイドコイル１１が配置されており、挿入部可撓管１
のその他の内部空間内には、処置具挿通チャンネル１
２、照明用光学繊維束１３、像伝送用光学繊維束１４、
及び送気チューブ１７と二本の送水チューブ１８とが挿
通配置されている。これら、挿入部可撓管１内に挿通配
置された内蔵物１１，１２，１３，１４，１７，１８の
面積の総和をΣｓとする。
【００４３】この実施例の内視鏡の挿入部可撓管１の内
径ＤはＤ＝９．３ｍｍ、湾曲部２の実質長ＢはＢ＝７５
ｍｍであり、湾曲部２の最大湾曲角度は上下各方向に１
８０°、左右各方向に１００°である。
【００４４】実施例１と同様にして行った実験の結果
は、表８のとおりであり、挿入部可撓管１の内径ＤがＤ
＝９．３ｍｍの場合において、（Σｓ／Ｓ）≦０．６の
範囲にあれば、照明用光学繊維束１３の折損率が１０％
未満であり、観察性能に悪影響が生じない。
【００４５】
【表８】
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【００４６】
【発明の効果】本発明によれば、可撓管単体の内部空間
の断面積をＳとし、複数の内蔵物の断面積の合計をΣｓ
としたとき、（Σｓ／Ｓ）が、可撓管の内径が６．５ｍ
ｍ以上の場合には０．５≦（Σｓ／Ｓ）≦０．６の範囲
にあり、可撓管の内径が６．５ｍｍ未満の場合には０．
５≦（Σｓ／Ｓ）≦０．６５の範囲にあれば、長期間使
用しても照明用光学繊維束の折損が少なくて良好な観察
性能を維持することができ、しかも可撓管の径が徒に太
くならず、内視鏡検査を受ける人の苦痛を一定以下に抑
制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡の挿入部の軸線
に垂直な断面における断面図である。
【図２】本発明の第２の実施例の内視鏡の挿入部の軸線
に垂直な断面における断面図である。
【図３】本発明の第３の実施例の内視鏡の挿入部の軸線
に垂直な断面における断面図である。
【図４】本発明の第４の実施例の内視鏡の挿入部の軸線
に垂直な断面における断面図である。
【図５】本発明の第５の実施例の内視鏡の挿入部の軸線
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に垂直な断面における断面図である。
【図６】本発明の第６の実施例の内視鏡の挿入部の軸線
に垂直な断面における断面図である。
【図７】本発明の第７の実施例の内視鏡の挿入部の軸線
に垂直な断面における断面図である。
【図８】本発明の第８の実施例の内視鏡の挿入部の軸線
に垂直な断面における断面図である。
【図９】本発明の実施例の内視鏡の全体構成を示す外観
図である。
【符号の説明】
１  挿入部可撓管
２  湾曲部
１１  ガイドコイル（内蔵物）
１２  処置具挿通チャンネル（内蔵物）
１３  照明用光学繊維束（内蔵物）
１４  像伝送用光学繊維束（内蔵物）
１５  送気送水チューブ（内蔵物）
１６  撮像信号伝送ケーブル（内蔵物）
１７  送気チューブ（内蔵物）
１８  送水チューブ（内蔵物）

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】
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